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午前10時０分開会

会議に付した案件

○意見聴取

南海トラフ巨大地震を始めとする大規模自然

災害に対する対策について

○協議事項

１．県外調査について

２．次回委員会について

３．その他

出 席 委 員（12人）

委 員 長 坂 本 康 郎

副 委 員 長 荒 神 稔

委 員 山 下 博 三

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 武 田 浩 一

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 安 田 厚 生

委 員 山 口 俊 樹

委 員 工 藤 隆 久

委 員 松 本 哲 也

委 員 図 師 博 規

委 員 内 田 理 佐

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

意見聴取のために出席した参考人

元 陸 上 自 衛 官 川 﨑 朗

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 唐 﨑 吉 彦

○坂本委員長 ただいまから、防災減災・県土

強靭化対策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程案を御覧ください。

本日は、元陸上自衛官の川﨑朗様に御出席を

いただきまして、参考人からの意見聴取という

ことで、南海トラフ巨大地震をはじめとする大

規模自然災害に対する対策についてというテー

マで御説明をいただき、その後、質疑、意見交

換を行ってまいりたいと考えております。

その後、県外調査等について御協議いただき

たいと思いますが、このように取り進めてよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂本委員長 それでは、そのように決定いた

します。

〔川﨑 朗氏 入室〕

○坂本委員長 本日は、元陸上自衛官の川﨑朗

様に出席いただきました。

川﨑様は、えびの市の御出身で、防衛大学を

卒業後、陸上自衛隊で北部方面総監部幕僚副長、

第６師団長などを歴任されております。

本県では、県内調査の際に視察を行いました、

陸上自衛隊都城駐屯地第43普通科連隊長も務め

られていたと伺っております。

また、東日本大震災の際には、第９師団の副

師団長として現場で陣頭指揮を執られており、

現在は御自身の経験を踏まえながら、大規模自

然災害に対する備えなどについての講演を行わ

れております。

それでは、はじめにまず、私のほうから一言

御挨拶を申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長を務めさせて

いただいております宮崎市選出の坂本でござい
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。

当委員会では、本県の担う課題を解決するた

め、防災減災・県土強靭化対策に関する所要の

調査活動を実施しておりまして、引き続き努力

してまいる所存でございますので、御協力のほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。

では、着座にて進めさせていただきます。

次に、委員を紹介いたします。

最初に、私の隣に座っております都城市選出

の荒神稔副委員長です。

続きまして、都城市選出の山下博三委員です。

延岡市選出の後藤哲朗委員です。

串間市選出の武田浩一委員です。

西臼杵郡選出の佐藤雅洋委員です。

東臼杵郡選出の安田厚生委員です。

宮崎市選出の山口俊樹委員です。

延岡市選出の工藤隆久委員です。

延岡市選出の松本哲也委員です。

児湯郡選出の図師博規委員です。

延岡市選出の内田理佐委員です。

以上で、委員の紹介を終わります。

それでは、川﨑様、よろしくお願いいたしま

す。

○川﨑 朗氏 川﨑朗です。よろしくお願いし

ます。座って説明させていただきます。

今日の話が少しでも、皆様のお役に立ち、結

果として大規模自然災害による犠牲者が減るこ

とになればよいと思っております。

最初にお断りしますが、これからお話しする

内容は、全て、私個人の見解です。

また、画像の中に一部ショッキングなものが

出てきますが、現場の状況を知るためにどうし

ても必要ですので御了解ください。

お話をします内容は、御覧の５項目でありま

す。

東日本大震災の揺れの概要ということから始

めていきたいと思います。

2011年３月11日14時46分地震が起きたのです

が、福島県での揺れは190秒続いています。約3

分の揺れですね。

私も、えびの地震から始まって、いろんな地

震を経験しましたけれども、こんなに長く揺れ

る地震は初めてでした。

従来、強い地震だけが強調されていますけれ

ども、京都大学防災研究所宮崎観測所の山下助

教も、強い地震だけでなく長く揺れる地震が来

たら津波の可能性が極めて高くなるということ

を注意喚起していますが、果たして啓蒙は十分

になされているでしょうか。ここが私は心配で

す。

これは、地震の直後に津波が三陸地方の中央

付近の岩手金大槌町を襲う写真です。他の町も、

このように津波の被害を受けました。

ほぼ同じ場所から、その日の夜に撮影した大

槌町の状況です。

この写真を送ってくれたのは、宮崎県出身の

第９高射特科大隊長だったのですが、彼によれ

ば、この世の地獄、大空襲を受けた町のようだっ

たとのことでした。

火災は、津波と同様、あるいはそれ以上の災

害になると、私は恐れているのですけれども、

その危機感と対策ともに不十分だという気がし

ます。

余談になりますが、大槌町では町長以下、幹

部がみんな津波で流されました。県知事や市長

のような首長が津波で流されると、その地域は

悲惨な状況になります。私はよく各市町村を回っ

ていたのですが、やはり市町村単位で見れば、

資源・物資の取り合いとなるような側面もある

わけです。
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そうすると、首長が不在となった行政は、ど

うしても行動や決断が遅くなり、発信も弱くな

る。資源・物資を確保する上で不利な立場となっ

てしまう。ですから、私はいろんなところで、

首長は絶対生き延びてくださいという話をして

います。

次の写真は、亡くなった人たちの様子ですね。

御遺体が写っています。

次の写真のように、御家族と面会できた方は、

まだいいほうですね。

水の中に浸かった人の御遺体に腐敗してしま

うのですが、泥の中の御遺体は、１週間から２

週間たっても腐敗していませんでした。私も現

場で確認しましたけれども、隊員たちの間では、

塩水を浴びたことが腐敗を防いでいるのではな

いかという話をしていました。

震災で亡くなられた方が、２万2,215人です。

親を亡くしたお子さん、小中高生が1,700人い

らっしゃいます。

なぜ、これほど多くの犠牲者が出たのか。私

の問題認識はここにあります。

私が40年間自衛隊に勤務していて思ったこと

ですが、犠牲者増大の大きな原因は、過去の原

因や問題点の解明を曖昧なまま明快にしないと

ころにあるのではないでしょうか。こと震災に

関しては、原因や問題点をはっきりさせないか

ら、対策もはっきりしないのではないかと思い

ます。

私は、３つほど大きな原因があると思ってい

るのですが、その１つは気象庁の津波警報です。

後ほど具体的に説明しますが、津波を過小評価

するような警報が最初に流れています。

２つ目は、行政のハザードマップによる被害

見積もりが甘いところです。このことは宮崎県

でも大きく影響すると思います。

３つ目は、避難後の医療体制の不備です。こ

れは、先日のＮＨＫ特別番組を見たのですが、

やっとの思いで避難所まで避難したのに、避難

した後に亡くなった方が3,800人いらっしゃるの

です。これは災害関連死と言われるものですが、

私は人災ではないかと思います。

このように見ていきますと、２万2,000人の犠

牲についても本当に天災だったのかと。もしか

したら人災の面が強かったのではないかという

のが私の問題認識です。

それでは、被災者側について課題はなかった

のかというと、なかなか避難しないというとこ

ろにあります。宮崎県もそうかもしれません。

では、なぜすぐに避難しないのかということ

から考えていきたいと思います。

結論から先に言うと、正常性バイアスが強く

働いたからだと考えています。正常性バイアス

というのは、自分にとって都合の悪い情報を無

視、あるいは過小評価する認知特性です。これ

は誰にでもありがちなことです。私もあります。

これが逃げ遅れの原因になっているのではない

かと思います。

では、その正常性バイアスが働いた、あるい

はそれを増幅したものは何かというと、４つの

要因があるのではないかと考えています。直近

の経験、気象庁の津波警報、ハザードマップ、

それから過去の言い伝えであります。

まず一つ目が、直近の経験についてです。東

北地方の震災では、この直近の経験が影響した

と思いますので紹介します。

東日本大震災からちょうど１年前の２月28日

に南米チリでマグニチュード8.8の地震がありま

した。各テレビ局を始めとする報道機関は、１

日中、津波の到来について報道していました。

その結果、避難率は低調だったのですが、多く
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の高齢者の方は避難所に避難しました。

ところが、いつまでたっても津波は来ない。

やっと来た津波が大槌町で1.146メートル、仙台

で1.1メートルだったので、こんな大きな地震で

もこれぐらいの津波しか来ないのだから、きっ

と大きな地震来ても津波は大したことはないの

だと思う人は結構な数がいたと聞きました。

宮崎県では、360年も大きな地震が来ていませ

んので、地震が来ても大したことはないと思う

方が多いと思うのですが、だからこそ避難につ

いて真剣に考える必要があるということを、私

が今日、提言しているわけであります。

二つ目が気象庁の津波警報ですが、私はこれ

が正常性バイアスの働いた一番大きな原因だと

思っています。釜石市の113名の市民と大船渡市

の約500人の市民に聞いた津波警報への反応なの

ですけれども、気象庁による津波警報の第１報

では地震からおよそ３分後に、３メートルの津

波が来るという情報が流れました。

その警報を６割～７割の人が聞いているので

すが、３メートルの津波だったら大丈夫だろう

と思った人が大半だったようです。

次の第２報では、６メートルの津波が来ると

いう情報が流れ、第３報では10メートルの津波

が来るとの情報が流れましたが、ほとんどの人

が聞いていないのです。ほかの市町村も多分同

じでしょう。

第１報の情報を聞き、それが安心できる情報

だと、第２報以降の悪い情報は聞かずに無視し

てしまう。まさしく正常性バイアスが働いてい

る状況です。

京都大学の先生が、津波警報の第一報による

津波への過小評価が、多くの犠牲者発生の原因

なのに、このことについて気象庁やマスコミで

議論されることはあまりないと非難をしていま

す。

先日、山下助教に、東日本大震災の時と比べ

て日向灘の観測体制というのは改善されている

のかという質問したのですが、山下助教からは、

この秋から南海トラフ海底地震津波観測網「Ｎ

－ｎｅｔ」の整備が始まるけれども、津波警報

の第１報はやはり注意喚起程度で、精度を求め

ることには無理があるというお話がありました。

ですから、ここで言いたいのは、第１報より

第２報、第３報を聞くように、県民市民に啓蒙

すべきということです。

次の写真は、三陸で破壊された堤防の様子で

す。堤防への過信なのですが、第９師団は、青

森県、秋田県、岩手県の３県を担当しており、

師団司令部の幹部は、毎年、地元行政の防災関

係者と共に三陸を偵察をしていました。

今でも覚えているのは、陸前高田市の防災関

係者に話を伺った際に、６メートルほどの堤防

があるので、この堤防で完全ではないかもしれ

ないが、ある程度津波は止められるのではない

かとおっしゃっていました。６メートルの堤防

への自信を持っている人たちが、津波警報の第

１報が３メートルだと聞けば、大半の人はもう

避難しないですよね。これも正常性バイアスが

働いている状況だと私は思います。

余談ですけれども、この津波での堤防破壊は、

津波到来のときではなく、引き潮で起こってい

ます。

三つ目は、被害見積もりが甘いハザードマッ

プについて話をします。

これは、宮城県石巻市の大川小学校がある位

置を示しています。北上川がずっと太平洋から

流れ込んできて、川沿いに大川小学校があるの

ですが、海から3.7キロメートル内陸にあり、宮

城県作成のハザードマップ上では、大川小学校
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は、津波が来ないとされている地域でした。石

巻市全体で見ると、ハザードマップで示す津波

到達地域の10倍以上の地域に津波が来ています。

大川小学校の先生たちは、児童を校庭に集め

て50分間、その場にとどまり続け、結果的に児

童108名中74名と先生方10名が亡くなりました。

誰かが、念のため山に逃げましょうと言えば助

かった命であり、マスコミを始め多くの人は、

なぜ逃げなかったのだと、先生たちを大変非難

しました。しかし、果たして先生たちだけが非

難されるべきなのでしょうか。

宮崎県で、ハザードマップ上安全な地域の高

台に住む人々の中で、地震が来たら一旦逃げよ

うかという人がいるでしょうか。いませんよね。

ハザードマップを大半の方は信じていますよね。

このことで分かるのは、ハザードマップには

誤りがあるということです。宮崎県が作成した

ハザードマップも100点満点ではないと思いま

す。

ですから、私の住んでいる学園木花台の人た

ちにも、念のため一旦は逃げろという話をして

います。ハザードマップを疑う人は、宮崎県で

はあまり聞きません。そのことが私は心配です。

大人の油断や警戒心のなさで、宮崎県の児童た

ちが犠牲になってはいけません。これが私の申

し上げたいことです。

同じハザードマップの話で、陸前高田市の例

があり、安全なはずの避難所に津波が来襲して

います。陸前高田市では、市民がせっかく避難

したにも関わらず、68か所の避難所のうち41か

所が津波の被害を受けています。

宮崎市や延岡市、日向市などは大丈夫ですか。

日南市の入江のある地域は大丈夫ですか。私は

再チェックが必要だと思います。

私が、ここで申し上げたいのは、宮崎県でも

ハザードマップの再チェックが必要だと思いま

すが、行政が一旦作ったものを、すぐに見直す

のは難しいところもあるでしょう。

ですから、県民、市民の皆さんに伝えてほし

いのです。ハザードマップを超える被害を及ぼ

す地震が来ることもあるから、県民、市民の皆

さん、一旦は安全な地域にいる人も避難してく

ださいと。一旦避難して、半日間程度は、ビル

等の高いところにいてくださいと。このような

啓蒙を強化すべきではないでしょうか。

四つ目は、過去の言い伝えについてです。先

ほどもお見せした、大槌町に津波が来た状況な

のですが、過去の言い伝えというのも、結構間

違いがあります。

大槌町では、津波の前には一旦引き潮がある

と言われてきたようです。震災のときも、津波

警報は出たけれど、引き潮がなかったので津波

は来ないだろうと、警報から20分もたつと家財

道具取りに家に帰った人もいたようです。その

ときに津波に巻き込まれているのです。

引き潮がなくても津波が来ました。過去の言

い伝えは、必ずしも正しくはありません。

同じような話だと、日本海側には津波が来な

いので浜に逃げろ、という言い伝えがあります。

これは、秋田県に赴任していた昭和58年に日

本海側で起こった日本海中部地震の資料です。

この津波の写真ですが、10メートル以上の津波

が来ています。

私は偵察小隊長でしたので、地震と同時に現

場の男鹿半島に出動したのですが、そのときに

合川南小学校の児童たちが遠足に来ており、日

本海側では津波が来ないからと浜に逃げて13人

が犠牲になっています。

なんで、こんなことになったのだろうかと後

で調べてみますと、1939年、戦時中に男鹿半島
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地震があったときに、男鹿半島は急な崖が多い

ので、崖の近くは危険だからそこから離れろと

いう言い伝えが、浜に逃げろに変化していった

ようです。

実は、それより100年前の1833年には、隣の山

形県で庄内地震があり、100名以上が津波で流さ

れています。しかし、そのような記録は、ほと

んど秋田県では伝わってないのです。

日本海側でも津波は来るのです。宮崎県も、

もしかしたら、記録に残っていないような津波

が来るかもしれないのです。

では、なかなか避難しないという課題があり

ますけれども、避難した後もわながあります。

それがピックアップ行動です。私はこれが犠牲

者が増えた最も大きな原因だと思っています。

東北大学の今村先生が、ビッグデータを解析

して分かったことなのですが、震災後、三陸の

海岸部で海岸地域の浸水地域にいた人は52万人

だそうです。これは24市町村にわたるんですが、

震災直後、24市町村のうち大半の市町村で、浸

水地域から外へ逃げる人より、中に入ってくる

人のほうが多かったのです。不思議だと思いま

すよね。

宮城県名取市の例を記載していますが、グラ

フは、横軸が時間軸で、縦軸は浸水地域内にい

た人の人口です。989名が津波で流されています

けれども、逃げていく人よりも、浸水地域内に

入ってくる人の方が多いのです。なぜだか分か

りますでしょうか。

一旦は避難所まで避難したのに、家族を助け

に戻る。一旦は避難したのに、印鑑や家財を取

りに自宅に戻る。消防団員が、逃げ遅れたお年

寄りや若者たち避難誘導するために戻る。水門

を閉めに戻る。そのときに津波の被害に遭って

いるのです。

人を助けるための行動は称賛に値するのです

けれども、助ける人も助けられる人も犠牲になっ

ています。

このピックアップ行動を減らすには、ピック

アップ行動について掘り下げた研究が必要だと

思うのですが、行政やマスコミでこれが話題に

なることはあまりないですよね。

宮崎の防災テレビを見ますが、もうちょっと

強調されたらどうかなと思います。

また、消防団員の活動にも課題があると思っ

ています。発災初期にすぐに出動できるのは、

自衛官でも警察官でもなく、消防団員です。し

かし、震災では254名もの犠牲者が出ました。避

難誘導や水門を閉めに行く途中に被災をしてい

ます。

消防団員に話を聞いたところ、平素の訓練で

は、水門の電動スイッチによる開閉の訓練は行っ

ているものの、電気が停電したときに現場まで

行って閉める訓練は行っていないそうです。震

災の際に、日頃、訓練してないことを行ってい

る。訓練していないことは、本番では絶対にで

きません。

宮崎県でも、発災初期に、自衛隊も消防隊も

不在とする中での消防団員への期待は大きいと

思いますが、消防団員の犠牲者を出さないため

にも、発災時の危険な任務が想定されるのなら

ば、そのための訓練をさせるべきです。それが

できないのならば、このような危険な任務を消

防団員に任せてはいけないと思います。

それから、グリッドロック現象についてもお

話しします。これもあまり行政やマスコミで取

り上げられることはありません。これが石巻市

の状況を記載した資料となりますが、ピンク色

の範囲は浸水地域です。これは、大淀川があり、

大きな商業施設のある宮崎市の状況とよく似て



- 7 -

令和５年９月26日（火曜日）

います。

石巻市では4,000名近くの人が津波で流されて

いるのですが、橋で囲まれた全域で、グリッド

ロック現象という車の渋滞、車が全く動かない

状態が起こっています。

宮崎市で言えば、大淀大橋などで車が全く動

かない状況が想定されます。

また、東北全体では17万台の車が津波で流さ

れました。その際に、流された車が発火点となっ

て、火災を引き起こしています。

ですから、私は、宮崎市民への啓蒙活動でも、

山形屋やイオンモールで被災したときは、そこ

から車で避難したりはせず、その建物の一番高

いところに避難して、半日はそこから動かない

よう伝えています。県庁や市役所など、この辺

りを車で移動している人は、すぐ車を降りて高

いビルに半日は避難するようにと。

ここまでの話をまとめると、まず、すぐに避

難するべき地震というのは、強い地震だけでは

なく、揺れの長い地震も含まれるということ。

気象庁の津波警報の第１報は誤差が大きいた

め、第２報、第３報を聞くように啓蒙をするべ

きであるということ。気象庁を責めているわけ

ではありませんが。

ハザードマップは完全ではないということ。

ハザードマップ上では安全な地域でも一旦避難

をするべきです。

ピックアップ行動を取らないよう注意するべ

きだということ。一旦逃げたら半日は自宅に戻

らないこと、市街地では車で避難せず、高い建

物の高所に避難することを、県民に伝えたいで

す。

それでは、次に、行政等の課題についてお話

しします。

これは、東日本大震災での各機関の救助者数

です。２万7,000名の方が救助されました。自衛

隊は全体の約７割、警察が約１割、消防隊が約

２割でした。自衛隊が比較的早く出動し人命を

救えたのは、事前訓練のおかげだと思います。

東北各県では、阪神淡路大震災の際の兵庫県

と自衛隊の疎遠な関係から教訓を学び、平素か

ら相互の意思疎通を図る努力をしていました。

例えば師団長と県知事、連隊長と市長が、フラ

ンクに話せる関係はとても重要だと思います。

自衛隊がすぐに出動できない理由を説明しま

す。これは東北の第９師団の状況です。第９師

団は、岩手県と秋田県と青森県を担当しており、

この三県合をわせた面積は九州全体の面積とほ

ぼ同じです。

基本計画では、最初に岩手県にいる小さな部

隊が三陸の各町に行き、被災地の状況について

市長と連絡をとることによって、激甚地区を特

定し、そして秋田県や青森県の部隊を、その激

甚地区に集中させることとなっています。

これは、九州全体のイメージで分かると思う

のですが、車で移動するので、激甚地区に到着

するまで三、四時間はかかります。

震災の際はどうだったかというと、大きな地

震が来て三陸では津波が起きるだろうというこ

とで、すぐ出動になると思われるかもしれませ

んが、実際はそうもいきません。

あれだけ大きな地震が起こると、八戸の部隊

は大丈夫なのか、青森は、弘前は、秋田は、と

いう状況確認が大事なことですので。

各部隊の状況を確認したところ、秋田では火

災が起きているが、出動要請が出るほどの規模

の被害ではないとの報告があったため、三陸に

出動できることになったのです。

もし宮崎県で被害が起きたときについても、

熊本県の師団主力や川内の第８施設大隊や国分
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の部隊もすぐ出動したいけれど、まずは各部隊

の状況確認を行うことになります。

被害地域の状況に関心がいきがちですが、被

害を受けていない地域の情報もとても大事だと

いうことを御紹介させていただきました。

それでは、三陸まで出動した部隊を、激甚地

区に集中できるのかということについてお話し

します。

これは東北全体の地図ですが、岩手県では、

震災により6,000名の方が犠牲になりました。

私が岩手県庁に入り、現場の連隊長等から聞

いた情報で６時間後に分かった犠牲者の数は、

僅か34名でした。

ヘリコプターや車で前進経路を偵察した状況

はすぐ分かったのですが、被災状況の情報はほ

とんど入ってこなかったのです。

特に被害が大きかったのは、町長も津波で流

された大槌町ですが、この時点では大槌町の被

害はゼロでした。本当に被害が大きいところか

らは、被害情報は入ってこないということが分

かると思います。

それから、訓練の成果もあり、大半の市町村

では市と連隊長がうまく連携をとって、その日

の夕方には前進拠点を設営して、すぐに人命救

助活動を開始できたのですが、陸前高田市では

次のような問題がありました。

青森県の第５連隊が、計画上の集結地である

陸前高田工業団地に前進したのですが、そこに

は広域消防隊が先に進入していたため、同地を

使用できず、臨機の集結地として、被災地の中

心部にある第一中学校を選定しました。この場

所は道路が塞がれていて、小型車のみが侵入可

能でした。

隊員たちは、せっかく持ってきた人命救助用

の重機や資材を運ぶことができず、３日間、人

力のみでの人命救助活動を強いられました。ま

た、捜索開始も半日遅れました。数日後、陸前

高田市から横田中学校を野営の場所に使ってほ

しいと言われたのですが、そこは３年前の訓練

で使用した際に、陸前高田市全体で反自衛隊的

な機運が強く、同校を自衛隊が使用することに

対してクレームがありました。

人の命を救うということにおいて、政治的な

信条や主義思想は関係ないと思うのですが、現

実はそうでないですね。やはり自衛隊の活動が

やりにくい行政がある。自衛隊が警戒されてい

るのですが、防災に限って言えばそういうこと

はやめてほしいと思います。

人命救助活動についてですが、捜索を開始し

てすぐ、お医者さんから、アスベストを吸い込

む危険があるため、防塵マスクを使わないと隊

員が２次被害に遭うとの話があり、急遽、調達

をかけたのですが、納品には10日ほどかかりま

した。宮崎県でも平素から準備されることをお

勧めしたいと思います。

これは、岩手県庁災害対策本部の初日の夜の

状況です。このときは、なかなか情報が入って

こないのでやきもきしていました。

結果として、ヘリを投入して救助に向かうと、

そこに要救助者がおらず、別の場所で救助を待

つ人がいました。このことはＮＨＫでも報道さ

れて、自衛隊が非難されました

これは福島県の44連隊による宮城県石巻市で

の捜索活動を示した図ですが、記載があります

ように、約２か月間で2,000名を救助しました。

しかし、震災後にツイッターに投稿された１

億8,000万件のツイートを分析して２年後に分

かったことなのですが、この港地区には3,000名

の要救助者がいたにもかかわらず、この情報が

どこからも入ってきていませんでした。もし、
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すぐに情報が入ってきていれば助けに行くこと

ができたと思います。なぜこのようなことが起

こったのでしょうか。

これは、ある自治体の災害対策本部の情報収

集の様子です。よく県や市の災害対策本部でホ

ワイトボードを使われていますが、一、二時間

の訓練でしたらそれで足りますけれども、半日

もたつと殴り書きの状態で、どれが正しい情報

なのか分からなくなります。

また、ホワイトボードの情報を転記する要領

も明確になっていない。業務処理も各機関ごと

で情報提供し合わない。こういったことが、行

政ではよく見られます。

防災の指揮所はどのような状況かというと、

各機関それぞれが、個別の地図で情報収集をし

ています。行政や警察は、何丁目何番地の地図

を使います。自衛隊や米軍は、ＵＴＭ地図を使

います。また、各機関それぞれが、個別の方法

で記録を取ります。ホワイトボードで記録をす

るところもあれば、専門的に記録帳を持ってい

るところもあり、その他の手段を用いるところ

もあります。報告時限も曖昧です。情報処理の

ノウハウのある自衛隊のような機関もあれば、

ただ電話で受けた情報を、真偽を確かめないま

ま報告するなど、玉石混合での情報収集が行わ

れているという現実があります。

これは、震災直後の岩手県の大船渡市駅付近

ですが、このような道路や建物が崩れ去った状

況で、何丁目何番地という地図が役に立つでしょ

うか。私はこのことを10年前から言ますけれど

も、これを改善しようという県は本当に少ない

です。

自衛隊が使用しているＵＴＭ地図についてで

すが、国土地理院の地図に縦横にグリッドを入

れたもので、全国を網羅しています。

自衛隊と国土地理院とで10年前に調整をした

ことで、携帯電話などでＵＴＭ地図上の現在地

の数字を調べれば、自分の場所が分からないと

きでも、捜索隊にその数字を伝えれば、ヘリで

すぐ助けに行けるような制度ができました。

このＵＴＭ地図については、震災後の平成24

年10月から、名古屋の自衛隊10師団と警察の中

部管区警察局、海上保安庁、中部管区整備局及

び国土地理院が連携して、使用を開始をしまし

た。三重県や沖縄県警でも使用を開始している

ほか、米軍でも使っています。

ここまで述べたように、ＵＴＭ地図を人命救

助の主力である陸上自衛隊や米軍が使用してお

り、関係機関へも次第に普及しつつある状況に

あって、多くの自治体では導入が進んでいない

ですよね。やはり従来の地図を使っています。

また、警察ではＮコードという、また違うも

のを使うことを検討しているようです。

Ｎコードに統一する、ＵＴＭで統一する、い

ろいろな考えがあってよいのですが、要は統一

されないことが問題なのです。

次は、防災機関の統制について紹介します。

ここで言う防災機関というのは、消防隊や警

察、自衛隊のことです。

これらの防災機関を県知事や市長がしっかり

統制してほしいと思います。なぜかというと、

これらの防災機関は、お互いは言うこと聞かな

いからです。

例えば、東北では自衛隊と消防隊との連携が

比較的うまくいったのですが、問題点は、消防

隊は１週間から２週間たつと地元に帰らないと

いけないことにありました。最初に調整をした

人は、地元の消防署に帰ってしまい、次の日は

市の消防隊、広域消防隊と、調整の窓口がどん

どん変わっていくため、その度に調整を一から
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やらないといけなくなります。

警察との連携についてですが、陸前高田市の

例を言うと、消防隊と自衛隊は一緒に協力して

捜索活動をすることになったのですが、警察は

その会議に入ってきませんでした。警察は独自

に捜索活動を行ったのです。

何が問題なのかというと、多くの要救助者数

に対して、捜索部隊は少なく、協力せざるを得

ない状況であるにもかかわらず、独自の捜索活

動を行うと、捜索の空白地域が発生してしまう

のです。

市長が警察、消防隊、自衛隊で協力して、地

域を分割して捜索してくださいと言ってくれれ

ば、警察も協力したと思いますので、首長には

防災機関を統制してほしいのです。

捜索人員が少ない中で、警察の協力を得るこ

とができず、自衛隊が市街地を捜索することに

なりました。

これがどれぐらいの面積かというと、野球場

の広さを１人の隊員が72時間で捜索しなければ

いけないのです。

私も現場で捜索したことがあるのですが、こ

の委員会室くらいの範囲の瓦礫がある地域を捜

索するのに２時間ほどかかります。警察からの

協力を得られれば、隊員一人あたりの捜索範囲

も、もっと狭くなっただろうと思うのです。

阪神淡路大震災のときの神戸の捜索活動で

は、150メートル掛ける150メートルの範囲を１

人の隊員が捜索しなければならないような捜索

範囲であり、その範囲内に要救助者が2.5人いた

というデータが残っています。

次は、市街地火災についてお話しします。

被災した市街地では、家庭のブレーカーやプ

ロパンガス、自動車等から発火をします。大槌

町の例で分かるように、被災地の状況によって

は消防車が近づけません。仮に近づけたとして

も、水が出ないこともあります。

そこで、私が申し上げているのは、空中から

の市街地空中消火活動なんです。真剣に考える

べき対策の１つだと思っています。

アメリカのロサンゼルス大地震では、ヘリを

使って空中から大量の水を二十数回投下して大

きな成果を得ています。

日本でも、いろんなところで話すのですが、

消防大学校の論文では、空中消火の安全面や効

果を疑問視する記述もあるようです。

しかし、地上で消火活動ができないとなると、

ドローンやヘリしか手段がないと思います。そ

ういうことを考えてほしいというのが、私から

のお願いです。

次は、御遺体への対応についてです。

残念ながら、被災地では御遺体をたくさん目

にします。そして、当初は行政も対応が定まっ

ておらず、最初に通知されたのが、阪神淡路大

震災と同じように火葬を簡略してよいという内

容でした。現場ではどういうことが起きていた

かというと、避難所の横に御遺体が入ってくる

わけです。これだけの御遺体を処置することは

できない。それから一週間も経つと、土葬をし

てくれという話になりました。では、誰が土葬

をするのかということで、自衛隊が行うことに

なりました。自衛隊は先ほどお話ししたように、

人員が限られている中で人命救助活動を行って

いたのですが、南の第６師団では土葬の穴掘り

を始めていました。

震災から10日経った３月22日に、ようやく厚

生労働省から民間の運輸、輸送、葬祭業者へ御

遺体の葬儀について指示が出ました。

御遺体への対応が必要となることは前もって

分かるはずなのだから、準備しておけばよかっ
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たのではないかと私は思います。

次は、長期的な人命救助体制での問題点につ

いてです。

ライフラインを扱う業者であれ、自衛隊、警

察、消防隊であれ、やはり公助は少ないのです。

人命救助活動は最初の一週間である第１期応急

救援活動から、第２期、第３期と何か月も続く

ことになります。そうすると、限られた人員、

限られた重機やヘリコプターは、初期段階こそ

人命救助中心で運用されますが、第２期以降に

なると、道路のがれきを処理して主要幹線を通

そうという話が出てきます。そうすると、重機

を人命救助活動に割くことができなくなります

が、自分の家族がまだ助かってない被災者の中

には、重機を使ってでも家族を掘り起こしてほ

しいと要望してくる方も出てきます。そのよう

な中にあって、現場での対応は本当に悩ましかっ

たです。ですから、行政がしっかり、第２期に

移行するので人命救助活動は一旦中止をします

と言ってほしいのです。最終的には通知されま

したけれども。

宮城県知事が全国知事会の会長になったとき

に、震災で学んだ優先順位の話をされましたけ

れども、まさしくそのとおりだろうと思います。

そのためには、県知事や市長に、指揮下にある

行政の職員だけではなく、警察、消防隊、自衛

隊が協力して災害対応を行うよう呼びかけてほ

しいのです。

南海トラフ巨大地震では、私が計算したとこ

ろでは６分の１から10分の１くらいしか、警察、

消防隊、自衛隊は来ていなかったと思います。

そうすると、人命救助能力が低下するだけでは

なく、治安や防犯能力も低下します。

東北では泥棒もたくさんいました。だから、

警察官や自衛隊のパトロールはとても大事なの

です。しかし、警察や自衛隊の支援が十分で無

い場合は、被災者が自らを守らないといけませ

ん。火災の消火能力も低下します。

宮崎県が被災すると、宮崎市が大槌町みたい

になってしまうかもしれません。

宮崎県には、中央政府からの支援物資も、東

北のような山盛りの量は届かないと思います。

道路の復旧も、東北では岩手県を南北に走る道

路が３週間くらいで全線開通しましたが、宮崎

県の10号線が３週間で開通するかは分かりませ

ん。

水、電気、通信の復旧も遅れると思います。

その際は、例えば井戸を掘って避難所の水を確

保することなどが考えられますが、宮崎県では

備えていないと思います。真剣に考えなければ

なりません。

それから、ＤＭＡＴ、お医者さんたちの救急

医療チームも人員が少ないです。東北では17％

が災害関連死と言われていますけれど、宮崎県

ではもっと増えるかもしれません。唯一の対策

は事前準備しかないのです。

次は避難後の課題についてお話しします。

私の東北での災害復旧イメージである一時避

難、避難所、仮設住宅、自宅に基づいて考える

と、宮崎県での一時避難先は、私の住む木花台

だと、木花台の小中学校や宮崎大学とになりま

すが、長期間の避難のための避難所の話は宮崎

県で聞いたことがありません。避難所での滞在

期間は東北の避難所より長くなると思います。

避難所での滞在期間が長くなると、災害関連死

は更に増えていくことになります。

それでは避難民はどういう意識を持っている

のかを紹介します。これは三陸の各市町村の首

長とやり取りをした結果、分かった話です。

資料右側の図のとおり、宮崎県を三陸に見立
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てると、北上市や盛岡市は、都城市や小林市と

なり、内陸に位置することから、後方支援を行

う側になります。

宮崎市や日南市、延岡市、高鍋町など、海に

近い地域の被災者は、自宅か避難所に避難する

ことになりますが、家屋が倒壊していても家財

が残っているから家を離れたくないと思う人や、

家族や知人、親戚がいない場所に住むことに不

安を覚える人、なるべく近所の避難所に避難し

たい人、様々いらっしゃると思います。避難所

に避難した人も、２週間も経過すると自宅に帰

りたがります。

とある避難所では、避難者は６名であるのに

対し、避難所の食事配給を受け取りに来る自宅

避難者が400名いたという例もあります。また、

避難所へ避難した人と自宅避難者との間でのい

さかいも起きます。

北上市にある移住先の生活環境は、避難所よ

り格段に優れ、お風呂もあり、食事も３食出る

にも関わらず、北上市の整備した50戸に対し、

入居者は20名でした。やはり海側の地域であっ

ても、自宅に住みたいと考える人が多いのです。

自宅を離れて北上市に移ると、仮設住宅に入居

する権利が失われることを心配して、無理をし

て自宅に留まる人もいました。

ですから、都城市や小林市、えびの市が避難

先として体育館等を準備しても、避難者は少な

いのではないかと思います。住宅を準備しても

行きたがらないわけですから。

震災後の３月30日には、６市町村から852名が

内陸部へ移動し、陸前高田市では152人が移住を

希望しましたけれど60人はキャンセルしました。

つまり、家がいいわけです。

その避難所ですが、日本の避難所は先進国で

は最低レベルであると言われています。

左上の写真が受付の状況、右上の写真が避難

したお年寄りを雑魚寝で寝させている状況です

が、これは災害関連死のスタート地点です。

避難所の業務というのは、まず、避難所リー

ダーによる平素のスタッフの編成と教育なので

す。避難所リーダーを何人も見てきましたが、

避難所リーダーは、避難した人がすぐその場で

できるほど簡単なことではないのです。状況把

握能力からスタッフの編成と指導、そして、法

律の適用と避難者救護という相反する２つのこ

とに悩みます。

法律の適用と避難者救護についてですが、発

災初期に、ある避難所の体育館でボランティア

が温かい食事を提供しようと炊き出しの準備を

始めると、体育館の管理者から火気厳禁である

からと、炊き出しを断られる事例が発生しまし

た。遠野市では、婦人会が毎日3,000個のおにぎ

りを握り続けましたが、保健所の職員から、調

理場所の使用許可の確認とともに食中毒を心配

する話があり、婦人会は暗にやめろと言われて

いるように感じたそうです。このような状況が

様々な局面で発生します。

震災直後は灯油やガソリンが不足しました。

老人ホームや介護施設で灯油が不足しているた

め、法律では自衛隊の権限では給油することが

できませんでしたが、現場の判断で給油を行い

ました。誰も文句を言う人はいませんでしたけ

れども。

自衛隊は、物資等の輸送は行っても良いが、

ガソリンスタンドの設置等はできないと言われ

たのです。東北では非常に気温の低い環境であっ

たにもかかわらずです。

次の震災でも起きることですし、首長には被

災者を守ることを第一優先にするような対応を

お願いしたいです。
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それから、需給のアンバランスについてです。

被災者が300人いる避難所におにぎりが50個し

か届きませんでした。皆さんが避難所のリーダ

ーならどうしますか。このときの避難所長は市

会議員だったのですが、明日には全員分300個の

おにぎりが届くから、今夜はみんなで我慢して

廃棄しましょうと廃棄したのです。

次の事例ですが、ガソリンや灯油が不足して

いたため、移動には自転車が必要でした。そこ

で、県の主導の下、自衛隊の協力により、300台

の自転車を集めて各市町村に配ろうとしました。

最初に150台を各市町村の集積所に配り、３週間

後に残りの150台を配ろうとしたところ、最初

の150台がまだ置きっぱなしになっていました。

話を聞くと、一部の市民に配ると不公平になる

からそのままにしていたと言うのです。

お風呂についても、各市町村に800人くらい入

れるお風呂を準備したのですが、避難者が４万

人いるけれども、入れる人から利用してもらう

と言う市長もいれば、一部の町民だけ入れると

不公平になるから利用しないと言う町長もいま

した。

震災とは関係しませんが、需給のアンバラン

スに関連する事例で、ＪＲ信越本線の話があり

ます。2018年１月にＪＲ信越本線で、積雪のた

め、乗客約430人が15時間立ち往生したとき、三

条市の市長がＪＲ東日本に対して、マイクロバ

スによる救助の提案をしたのですが、ＪＲ東日

本はバスに全員を乗せられないこと理由に断っ

たのです。子供や妊婦、お年寄りから先にマイ

クロバスで運べば済む話なのに、機転がきかな

い。

しかし、ここまで紹介した事例については、

平素から行政の担当者や避難所リーダーになる

人に教えておかないと、また、同じことを繰り

返します。

支援物資の物流についても重要です。東北３

県それぞれで違う方法を取っていたのですが、

宮崎県では、岩手県の方法を取ってほしいので

す。岩手県では、１か所の物流センターを作り、

全県で約380か所の避難所の集積所に物資を輸送

する体制を作りました。

宮城県は、物資の種類ごとに、ベースキャン

プ、兵たん、ロジスティックベースを作ったの

でが、これはうまくいきませんでした。また、

福島県の物流は２県の中間のような体制でした。

物資の一時集積所である県の集積所の管理はク

ロネコヤマトや佐川急便のようなプロに委託し

たほうが良いです。

それから、生活必需品の価格も高騰します。

阪神淡路大震災のときには灯油缶が４倍以上の

値段となり、市民に対する水の支給のため、自

衛隊で灯油缶を確保する際は、東京で調達する

ことになった経験があります。

そのため、宮崎県でも、現地の各種業者との

協定等により、価格高騰を回避する必要があり

ます。

県の集積所から各市町村の集積所へは民間の

トラックを使い、各市町村の集積所からは、自

衛隊が運ぶ市町村と独自で運ぶ市町村がありま

した。陸前高田市のように、町が壊滅状態のと

ころは全て自衛隊の車両で輸送しました。宮崎

県では、自衛隊でここまでの支援はできないと

思います。

宮崎県で確保できる避難所の数を計画されて

いるのでしょうか。そして、その避難所には、

収容人数だけではなく、水や電気、ガスなどの

インフラや、医師の巡回体制を考えなければい

けません。

県の集積所ですが、写真のとおり、一大物流
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センターのようになります。武道館に行かれた

ことある方はイメージできると思いますが、そ

こが物資でいっぱいになるようなイメージで

す。22府県に被害が及んだ場合は、宮崎県にこ

こまでの物資は届かないのではないかと思いま

すが。

市町村の集積所はこちらの写真のとおりです。

市役所の職員も手いっぱいになるので、陸前高

田市のように自衛隊の支援を受けられる市町村

はよいですが、それが受けられないとなると、

どのように管理するのかが課題となります。

岩手県では、各避難所で必要な物資等の聞き

取りについては７割を自衛隊が行いました。防

犯の観点から、集積所からの移動経路は朝と晩

で変えて通りました。自衛官の格好をした３人

組が釜石で泥棒に入った事例があったためです。

その他にも、灯油缶を泥棒したり、コンビニの

ＡＴＭを破壊したりといった犯罪もたくさん起

こっていました。

380か所の避難所では、物資などの格差もあり

ますので、１週間も経過すると、避難所によっ

ては不満も出てくるようになります。避難所長

が積極的に動く避難所とそうでない避難所で差

が出てくるところもあり、避難者から「自衛隊

は物を届けてくれないではないか」と言われた

ときは本当に悩みました。

そこで、毎日の避難所巡回の際に、避難所長

に対して、チェックシートにより衣食住や医療

の支給状況を聞き取り、避難所毎に点数を付け

ることで、物資等が集中している地域とそうで

ない地域を特定して、物資の不足する地域に対

して重点的に支援を行う体制としました。

この体制には多くの人員が必要だったのです

が、震災から３か月ほど経過すると、専用のシ

ステムにより、各避難所で必要な物資のデータ

を入力すれば、県庁や市役所でデータにより確

認ができるようになりました。

避難所での医療提供についてですが、東日本

大震災では3,800名が避難所に避難した後で亡く

なっています。宮崎県では避難所での医療体制

について十分な検討がされているのか心配して

います。

私は、岩手県で避難所に必要な医療物資の一

覧表を医師から送ってもらったのですが、喘息、

糖尿病、高血圧といった薬を病院のように揃え

なければなりません。それも避難の初日から必

要となるのです。ですから、これらの薬の在庫

を確保しておいたり、非常時に届けるためのシ

ステムを作っておかなければなりません。

以前、私は福岡県医師会と協力して、延岡市

が被災した際に医師を現地に運ぶための図上訓

練を実施したことがありますが、このような訓

練も進めてほしいと思います。

被災者の立場で言えば、高齢者や持病をお持

ちの方は、避難グッズにお薬手帳も入れておい

た方が良いと思います。避難グッズというと水

や食料の話ばかり聞きますが、実際に避難所

で3,800人も亡くなられていることから、お薬手

帳や可能であればマイナンバーカードを活用し

て、医師と連携した医療体制を作り、全国一、

災害関連死の少ない県を目指してほしいです。

それから、陸前高田市の市長と釜石市の市長

からは、市職員がなかなか休むことができない

という話を聞きました。市役所の職員は本当に

大変です。彼らは自分の家も被災しているにも

かかわらず、昼も夜も働かされるのですが、市

役所の職員が家に帰ろうとすると、市民から厳

しい目を向けられます。そこで、自衛隊との調

整という名目で自衛隊の天幕の中で仮眠を取ら

せるようにしました。それくらい行政の職員は
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激務となりますから、彼らのケアを行うことも

大事なことだと思います。

最後に私からの提言です。

どこの行政でも、重要な問題解決は曖昧なま

ま縦割りで行っています。せめて、情報処理を

統一したほうが良いです。

人命救助は、警察、消防隊、自衛隊、消防団、

全てがリンクしないとできません。みんな、お

互いに仲が良いわけではないので、県知事や市

長がしっかり協力してください。全体の指揮の

補佐は、自衛隊が県知事や市長の近くにいると

思うので、使っていただければいい。

市街地火災には空中消火を取り入れることを

検討してほしい。

気象庁の津波警報は、県民に対して、最初の

情報は誤差の可能性があるから、規模にかかわ

らず避難することを強調したほうが良いと思い

ます。

行政の何かをやっているという感じで満足せ

ず、情報や指揮の統制など、災害関連死を減ら

すための具体的な取組を進めてほしい。

避難訓練は、雨の日や夜間での実施や、実際

に避難ビルまで避難してビルの鍵の開閉方法を

確認するなど、実践的な内容を行ってほしい。

そのような訓練をやらないと、被災時には絶対

に助かりません。

ハザードマップは完全ではないので、ハザー

ドマップ上では安全な地域でも一旦避難するこ

とについて県民への啓発が必要です。ハザード

マップを信頼しきっている人は多いです。関心

がない人の方がもっと多いですが。

避難所で市民の命を守るための施策を具体化

してほしい。

長くなりましたが、私の話は以上です。あり

がとうございました。

○坂本委員長 川﨑様、本当に御説明ありがと

うございました。このあと、質疑、意見交換に

入ります。

ここまで御説明いただきました内容につきま

して、委員の皆様からお聞きしたいことがあり

ましたらお願いします。

○山下委員 東日本大震災のときは、私たちも

早期の現場視察のための計画を立てたのですが、

現地の人命救助活動の関係で外部からの受入れ

が制限されており、実際に視察に入れたのは5月

でした。陸前高田市を視察した際は、自衛隊の

皆さんが水路等に胸まで浸かって御遺体の捜索

をされている姿を見て非常に感銘を受けたとこ

ろでした。

本県は特に災害が多い県ですから、自衛隊の

皆さんの日頃の協力にいつも感謝しているとこ

ろです。

本日のお話の中で、危機管理が十分ではなく、

行政が関係機関と連携の必要性や、指揮命令に

おける首長の役割についてとてもためになりま

した。行政は担当者が２～３年で変わっていく

ため、防災に対する意識が薄らいでいくという

現実もあると思います。

しかしながら、今回の豚熱の対応においても

見られましたように、本県は危機管理意識がしっ

かりとあることから、防疫を始めとする過去の

教訓を活かした、どの県よりも早い体制づくり

ができているということは評価しているところ

です。

そこで、今回のお話の要点を絞って、行政が

具体的に取り組んでいかなければならないこと

を教えてください。

○川﨑 朗氏 まずは避難への備えについてで

す。テレビで防災が取り上げられていた際に防

災グッズの準備の話をされていましたが、もっ
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と具体的に避難場所などの話をするべきだと思

います。行政の皆さんに対しては、各組織がバ

ラバラに動くことがないよう、統制してほしい

と思います。

今回お話しした全てをやってほしいと言って

いるつもりはありません。行政の首長は全体を

仕切っているという自覚を持って、自衛隊や消

防隊、警察に対して協力の呼びかけをしてくれ

ればよいのです。

情報処理も、例えば、地図は自衛隊の用いて

いるＵＴＭ地図で統一して、毎日、定刻に情報

共有を行うだけでよいのです。

○山下委員 もう１点、聞かせてください。動

画配信サイトで東日本大震災の様子を撮影した

動画を見たところ、津波警報で３メートルの津

波が来るため避難するよう呼びかけていました

が、津波警報の続報で３メートルの津波が６メ

ートルになっており、気象庁による初期の情報

伝達がいかに大事かを考えさせられましたが、

このことについていかがでしょうか。

○川﨑 朗氏 おっしゃるとおりです。ですか

ら、私が一番伝えたかったのは、気象庁の第一

報は誤りがあるから、大きな長く揺れる地震が

起きたら、一旦は高台に避難をして、半日間は

様子を見るということを県民が実践できるよう

になってほしいということです。そのために、

どのような啓蒙したら良いのかということで、

東日本大震災の際の人災と言われる事例につい

てお話ししました。

○工藤委員 宮崎県の津波避難タワーについて、

地域ごとのハザードマップに基づいて、タワー

の高さを判断しているということを考えると、

今回のハザードマップが完全ではないという話

を聞いて大変怖いと思ったところです。この対

策を行政はどのように進めていけば良いのか教

えてください。

また、日本の避難所が先進国で最低レベルで

あるとの話でしたが、参考となる国の事例や、

今後、宮崎県が取り組むべき対策についてアド

バイスをいただければと思います。

○川﨑 朗氏 津波避難タワーについては、ハ

ザードマップが完全ではないと理解した上で、

ハザードマップに基づく高さからどの程度まで

上積みするかを考えていただければよいと思い

ます。

避難所の環境については、北欧圏やヨーロッ

パでの取組が進んでいます。それに対して、日

本の取組は想像力が欠けているところがあるよ

うに思います。例えば、夏の暑い時期や冬の寒

い時期に避難所の床に寝かせたら、病気になる

方が出るのは当たり前です。被災地ではしばら

く学校も休校になるのですから、冷暖房の整備

されている教室も避難所として使えば良いでは

ないですか。なぜ、避難所に避難した方が3,800

人も亡くなったのかを真剣に考えなければいけ

ないと思います。まるで収容所のような厳しい

環境となっている避難所に自身が避難すること

を想像してもらえれば、幾らでも工夫すべき点

が見えてくると思います。

○工藤委員 大変貴重な御意見をありがとうご

ざいます。しっかり自分が避難したときの気持

ちになって避難所を見ていきたいと思います。

○山口委員 ボランティアの方との関係性のと

ころをお伺いします。東日本大震災を契機に、

災害が起きるとすぐに駆けつけてくださる方が

非常に増えたかと思うのですが、県外から来た

ボランティア等の方々の差配や受け入れるタイ

ミング、行政との関わり方等について、川﨑様

のお考えを教えていただけますか。

○川﨑 朗氏 私も東北の現場で、行政がボラ
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ンティアの取扱いに悩んでいるところをよく見

ました。ボランティアの方たちが、県や市の調

整を経ずにいきなり避難所にやってきて、現場

の避難所長が困っている事例もよく耳にしまし

た。

そういう意味では、行政がボランティアの受

け入れをしっかりコントロールしなければなり

ません。受付の際は、素性の確認等を行わなけ

ればなりませんが、職員がいきなりそのような

対応をできるわけではないので、東北でのボラ

ンティア受入れのノウハウを参考としたほうが

よいのではないかと思います。個人的な考えと

しては、避難所に泥棒が入る事例もありました

ので、行政による受付を経ていないボランティ

アは受け入れない方がよいのではないかと思い

ます。

○山口委員 先ほど、救援から復旧までを３期

に分けた図を示していただきました。ボランティ

アの方々は第１期の救援の段階から集まってく

るイメージがあるのですが、やはり、一旦状況

が落ち着いてからの受入れでなければ、自衛隊

による人命救助活動に支障を来すことがあり得

るのでしょうか。

○川﨑 朗氏 災害の大きさによって、ボラン

ティアの方々が手伝う期間も異なってきますが、

大規模災害の初期の段階では津波や火災などの

２次被害や家屋の倒壊等がありますので、その

ような危険な地域でボランティアの受入れを行

うことは難しいです。

震災から１ヶ月ほど経ったときに、日頃は農

業や小売業といった別の仕事に従事している即

応予備自衛官の登録者を人命救助活動に動員す

るか検討したのですが、現場の危険性の判断か

ら動員を行わず、ロジスティックを中心とした

支援をお願いすることになりました。このよう

な状況でしたので、ボランティアの受入れは一

層難しいのではないかと思います。

先ほどお話ししたとおり、ボランティアの受

入れには課題もありますが、大局的な視点で見

れば、公助は少ないわけですから、国民自らが

自身を守るためにも、ボランティアの活用は必

要です。ですから、ボランティアを平素から登

録制にして、いつでも受け入れられる体制を作

ればよいと思います。

○内田委員 今回のお話を伺って、川﨑様は本

当に経験豊富な方だなと。自衛隊ＯＢの方は全

国にもいらっしゃると思うのですが、川﨑様は、

普段、今回のような講演活動の他に、例えばど

こかの団体のアドバイザーをされたりなど、災

害時にどのようなポジションで活動されるのか

などをお伺いしたいのですが。

○川﨑 朗氏 私はずっと防災に携わってきま

した。ですから、正直に言って、自衛隊を退職

してから、あえて自衛隊ＯＢとして防災に関す

る活動を行うのは、余程変わっていると自分で

も思います。

というのも、現場では嫌なものをたくさん見

てきたので、宮崎に帰ってきたら、ゴルフだけ

やって、のんきな人生を送りたいと思っていた

のです。ところが、地元の自治会長から、「そん

なことではだめだ」という話を受けて、まず、

草の根運動から始めようということで、現在の

活動を行うようになりました。

日頃はどのような活動をしているのかという

と、実は行政と話すことよりも、市民の皆さん

に対する啓発を行っており、これが自分のライ

フワークに近いのかなと思っています。

いざ震災が起きたときに、私が現場に来たら

うるさいですよ。言いたいことを勝手に言って

しまい、行政の方はやりにくくなりますのでや
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めたほうがいいと思います。

しかしながら、やはり宮崎県民として生まれ

て、宮崎県民からたくさんの犠牲者が出るのを

見たくないという気持ちがとても強くて、自分

にできることは何でもやろうという気持ちは

持っています。

○内田委員 今回は防災士の話が出てこなかっ

たのですが、地域の方々で災害時に備えて防災

士を増やしていくための活動の中で、例えば、

私の地元の延岡市で言えば、月１回、防災士ネッ

トワークによる勉強会が継続的に行われていま

す。

防災士には特に区長の方が多く、御年配の方

も多数いらっしゃいます。そこで、防災士の方

々に対して、こうすればもっと機能するなどの

アドバイスがあれば教えてください。

○川﨑 朗氏 防災士の皆さんは、どちらかと

いうと現場で活動する人員となります。ですか

ら、首長に対して、非常時の判断を教える人が

いないのです。

本当は首長に勉強してほしいので、今日のよ

うな話を首長にできたらよいのですが。全体を

取り仕切り、各組織が一体となって協力するよ

うに言うことのできる首長であれば、助かる人

は増えます。ですから、延岡市で今回のような

話をしてほしいと言われたら行きます。

○内田委員 延岡市で竜巻が起こったときに、

消防団の方々が屋根にのぼってブルーシートを

張ったのですが、とても危険な作業となりまし

た。

消防団にとって慣れない作業であったため、

私は自衛隊の方々に来ていただいたほうがよ

かったのでないかと思い、ある国会議員の方に

相談したところ、首長の判断で自衛隊出動の要

請ができるようになっていると聞きました。こ

のようなときは、消防団に任せてブルーシート

を張ったほうがよかったのか、自衛隊に出動を

要請したほうがよかったのか、御意見を伺えれ

ばと思います。

○川﨑 朗氏 自衛隊災害派遣の出動要件は決

まっていて、行政や消防隊で対応できない場合

ということになっておりますので、まずは地元

の消防団で対応していただきたいと思います。

どうしても自衛隊でなければならない状況で

あれば出動しますけれども、自衛隊も普段は防

衛活動が専門となりますので、そういった意味

では、ブルーシートの設営などの経験は消防団

とそう変わらないとは思います。

○坂本委員長 予定した時間がまいりましたの

で、これで終わらせていただきます。

最後に一言お礼を申し上げます。

今日は大変貴重なお話をいただきまして、あ

りがとうございました。当委員会の活動にしっ

かり反映させてまいります。今後ともどうぞよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。

○元陸上自衛官 川﨑 朗さん 皆さんの努力

で宮崎県民の被害が減ることを祈っています。

ありがとうございました。

○坂本委員長 それでは暫時休憩いたします。

午前11時41分休憩

午前11時45分再開

○坂本委員長 それでは、委員会を再開します。

１、県外調査についてであります。今回の県

外調査は10月17日火曜日から19日木曜日に実施

予定です。

まず、10月17日は、宮崎空港に８時50分に集

合いただき、伊丹空港経由で福島空港へ向かい

ます。午後１時過ぎとはなりますが、福島空港
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内のレストランで昼食を取り、借り上げバスで

福島県庁へ向かいます。福島県庁では、地震、

津波に備えた海岸堤防をはじめとする取組につ

いて調査を行います。調査後は、南相馬市に向

かい、市内のホテルに宿泊し、夕食会場につい

ても手配をさせていただく予定にしております。

２日目は東日本大震災原子力災害伝承館にて、

東日本大震災の影響と復興について調査をいた

します。その後は道中のパーキングエリアで昼

食を取り、午後からは茨城県つくば市の防災科

学技術研究所にて、南海トラフ海底地震津波観

測網をはじめとする大規模自然災害について調

査をいたします。その後は東京都に移動をし、

台東区のホテルに宿泊します。この日の夕食に

ついては各自で取っていただくということでお

願いをいたします。

３日目ですが、内閣官房国土強靱化推進室に

て、今年度の７月に閣議決定されました新たな

国土強靱化基本計画について調査を行います。

終了後、近くのお店で昼食を取った後に羽田空

港経由で宮崎へ帰り、現地解散となります。

暫時休憩します。

午前11時47分休憩

午前11時48分再開

○坂本委員長 委員会を再開します。

次に、協議事項２、次回委員会についてであ

ります。

次回委員会につきましては、11月閉会中の11

月６日月曜日を予定しております。

委員会の内容でありますが、御意見がありま

したからお願いをいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂本委員長 特にないようでしたら、次回の

委員会の内容につきまして、正副委員長御一任

ということでよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂本委員長 では、そのような形で準備をさ

せていただきます。

最後に、協議事項３、その他で、委員の皆様

から何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂本委員長 それでは、次回の委員会は11月

６日月曜日、午前10時から予定をしております

のでよろしくお願いいたします。

以上で本日の委員会を閉会します。

午前11時49分閉会
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